
久慈広域連合監査基準 

 

  令和２年３月26日 

監査委員告示第２号 

 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、地方自治法（昭和22年法律第67号）の規定に基づき監査委員が

行う監査、検査及び審査並びにその他の行為の実施及び報告等に関して監査委員の

よるべき基本事項（以下「基本事項」という。）を定めるものとする。 

 （基本事項） 

第２条 基本事項については、久慈市監査基準（令和２年久慈市監査委員告示第３ 

号）の例による。 

   附 則 

 この告示は、令和２年４月１日から施行する。 


